
二

証
券
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）

（
第
二
条
改
正
）

改

正

案

第

一

条

に

よ

る

改

正

後

第
百
六
十
六
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
会
社
関
係
者
」

第
百
六
十
六
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
会
社
関
係
者
」

と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
、
上
場
会
社
等
に
係
る
業
務
等
に
関
す
る
重
要
事
実
（
当
該

と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
、
上
場
会
社
等
の
業
務
等
に
関
す
る
重
要
事
実
を
当
該
各
号

上
場
会
社
等
の
子
会
社
に
係
る
会
社
関
係
者
（
当
該
上
場
会
社
等
に
係
る
会
社
関
係

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
知
つ
た
も
の
は
、
当
該
業
務
等
に
関
す
る
重
要
事
実
の
公

者
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
子
会
社
の
業
務
等
に
関
す
る
重

表
が
さ
れ
た
後
で
な
け
れ
ば
、
当
該
上
場
会
社
等
の
特
定
有
価
証
券
等
に
係
る
売
買

要
事
実
で
あ
つ
て
、
次
項
第
五
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
に
限
る
。
以

そ
の
他
の
有
償
の
譲
渡
若
し
く
は
譲
受
け
又
は
有
価
証
券
指
数
等
先
物
取
引
、
有
価

下
同
じ
。
）
を
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
知
つ
た
も
の
は
、
当
該
業
務
等

証
券
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
、
外
国
市
場
証
券
先
物
取
引
若
し
く
は
有
価
証
券
店
頭
デ
リ

に
関
す
る
重
要
事
実
の
公
表
が
さ
れ
た
後
で
な
け
れ
ば
、
当
該
上
場
会
社
等
の
特
定

バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
売
買
等
」
と
い
う
。
）
を
し
て
は
な
ら

有
価
証
券
等
に
係
る
売
買
そ
の
他
の
有
償
の
譲
渡
若
し
く
は
譲
受
け
又
は
有
価
証
券

な
い
。
当
該
上
場
会
社
等
の
業
務
等
に
関
す
る
重
要
事
実
を
次
の
各
号
に
定
め
る
と

指
数
等
先
物
取
引
、
有
価
証
券
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
、
外
国
市
場
証
券
先
物
取
引
若
し

こ
ろ
に
よ
り
知
つ
た
会
社
関
係
者
で
あ
つ
て
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
会
社
関
係
者
で

く
は
有
価
証
券
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
売
買
等
」
と

な
く
な
つ
た
後
一
年
以
内
の
も
の
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

い
う
。
）
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
当
該
上
場
会
社
等
に
係
る
業
務
等
に
関
す
る
重
要

事
実
を
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
知
つ
た
会
社
関
係
者
で
あ
つ
て
、
当
該

各
号
に
掲
げ
る
会
社
関
係
者
で
な
く
な
つ
た
後
一
年
以
内
の
も
の
に
つ
い
て
も
、
同

様
と
す
る
。

一

当
該
上
場
会
社
等
（
当
該
上
場
会
社
等
の
親
会
社
及
び
子
会
社
を
含
む
。
以
下

一

当
該
上
場
会
社
等
（
当
該
上
場
会
社
等
の
親
会
社
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お

こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
役
員
、
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
（
以

い
て
同
じ
。
）
の
役
員
、
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
（
以
下
こ
の
条
及

下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
役
員
等
」
と
い
う
。
）

そ
の
者
の
職
務
に
関

び
次
条
に
お
い
て
「
役
員
等
」
と
い
う
。
）

そ
の
者
の
職
務
に
関
し
知
つ
た
と

し
知
つ
た
と
き
。

き
。

二

当
該
上
場
会
社
等
の
商
法
第
二
百
九
十
三
条
ノ
六
第
一
項
に
定
め
る
権
利
を
有

二

当
該
上
場
会
社
等
の
商
法
第
二
百
九
十
三
条
ノ
六
第
一
項
に
定
め
る
権
利
を
有



す
る
株
主
又
は
優
先
出
資
法
に
規
定
す
る
普
通
出
資
者
の
う
ち
こ
れ
に
類
す
る
権

す
る
株
主
又
は
優
先
出
資
法
に
規
定
す
る
普
通
出
資
者
の
う
ち
こ
れ
に
類
す
る
権

利
を
有
す
る
も
の
と
し
て
大
蔵
省
令
で
定
め
る
者
（
当
該
株
主
又
は
普
通
出
資
者

利
を
有
す
る
も
の
と
し
て
大
蔵
省
令
で
定
め
る
者
（
当
該
株
主
又
は
普
通
出
資
者

が
法
人
（
法
人
で
な
い
団
体
で
代
表
者
又
は
管
理
人
の
定
め
の
あ
る
も
の
を
含
む

が
法
人
（
法
人
で
な
い
団
体
で
代
表
者
又
は
管
理
人
の
定
め
の
あ
る
も
の
を
含
む

。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
と
き
は
そ
の
役
員
等
を
、

。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
と
き
は
そ
の
役
員
等
を
、

当
該
株
主
又
は
普
通
出
資
者
が
法
人
以
外
の
者
で
あ
る
と
き
は
そ
の
代
理
人
又
は

当
該
株
主
又
は
普
通
出
資
者
が
法
人
以
外
の
者
で
あ
る
と
き
は
そ
の
代
理
人
又
は

使
用
人
を
含
む
。
）

当
該
権
利
の
行
使
に
関
し
知
つ
た
と
き
。

使
用
人
を
含
む
。
）

当
該
権
利
の
行
使
に
関
し
知
つ
た
と
き
。

三

当
該
上
場
会
社
等
に
対
す
る
法
令
に
基
づ
く
権
限
を
有
す
る
者

当
該
権
限
の

三

当
該
上
場
会
社
等
に
対
す
る
法
令
に
基
づ
く
権
限
を
有
す
る
者

当
該
権
限
の

行
使
に
関
し
知
つ
た
と
き
。

行
使
に
関
し
知
つ
た
と
き
。

四

当
該
上
場
会
社
等
と
契
約
を
締
結
し
て
い
る
者
又
は
締
結
の
交
渉
を
し
て
い
る

四

当
該
上
場
会
社
等
と
契
約
を
締
結
し
て
い
る
者
又
は
締
結
の
交
渉
を
し
て
い
る

者
（
そ
の
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
そ
の
役
員
等
を
、
そ
の
者
が
法
人
以
外
の
者

者
（
そ
の
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
そ
の
役
員
等
を
、
そ
の
者
が
法
人
以
外
の
者

で
あ
る
と
き
は
そ
の
代
理
人
又
は
使
用
人
を
含
む
。
）
で
あ
つ
て
、
当
該
上
場
会

で
あ
る
と
き
は
そ
の
代
理
人
又
は
使
用
人
を
含
む
。
）
で
あ
つ
て
、
当
該
上
場
会

社
等
の
役
員
等
以
外
の
も
の

当
該
契
約
の
締
結
若
し
く
は
そ
の
交
渉
又
は
履
行

社
等
の
役
員
等
以
外
の
も
の

当
該
契
約
の
締
結
若
し
く
は
そ
の
交
渉
又
は
履
行

に
関
し
知
つ
た
と
き
。

に
関
し
知
つ
た
と
き
。

五

第
二
号
又
は
前
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
つ
て
法
人
で
あ
る
も
の
の
役
員
等
（
そ
の

五

第
二
号
又
は
前
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
つ
て
法
人
で
あ
る
も
の
の
役
員
等
（
そ
の

者
が
役
員
等
で
あ
る
当
該
法
人
の
他
の
役
員
等
が
、
そ
れ
ぞ
れ
第
二
号
又
は
前
号

者
が
役
員
等
で
あ
る
当
該
法
人
の
他
の
役
員
等
が
、
そ
れ
ぞ
れ
第
二
号
又
は
前
号

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
上
場
会
社
等
に
係
る
業
務
等
に
関
す
る
重
要
事
実

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
上
場
会
社
等
の
業
務
等
に
関
す
る
重
要
事
実
を
知

を
知
つ
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
者
に
限
る
。
）

そ
の
者
の
職
務
に
関
し
知
つ
た

つ
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
者
に
限
る
。
）

そ
の
者
の
職
務
に
関
し
知
つ
た
と
き

と
き
。

。

前
項
に
規
定
す
る
業
務
等
に
関
す
る
重
要
事
実
と
は
、
次
に
掲
げ
る
事
実
（
第
一

前
項
に
規
定
す
る
業
務
等
に
関
す
る
重
要
事
実
と
は
、
次
に
掲
げ
る
事
実
（
第
一

号
、
第
二
号
、
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
事
実
に
あ
つ
て
は
、
投
資
者
の
投
資

号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
実
に
あ
つ
て
は
、
投
資
者
の
投
資
判
断
に
及
ぼ
す
影
響

判
断
に
及
ぼ
す
影
響
が
軽
微
な
も
の
と
し
て
大
蔵
省
令
で
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る

が
軽
微
な
も
の
と
し
て
大
蔵
省
令
で
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を

も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。

い
う
。

一

当
該
上
場
会
社
等
の
業
務
執
行
を
決
定
す
る
機
関
が
次
に
掲
げ
る
事
項
を
行
う

一

当
該
上
場
会
社
等
の
業
務
執
行
を
決
定
す
る
機
関
が
次
に
掲
げ
る
事
項
を
行
う



こ
と
に
つ
い
て
の
決
定
を
し
た
こ
と
又
は
当
該
機
関
が
当
該
決
定
（
公
表
が
さ
れ

こ
と
に
つ
い
て
の
決
定
を
し
た
こ
と
又
は
当
該
機
関
が
当
該
決
定
（
公
表
が
さ
れ

た
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
事
項
を
行
わ
な
い
こ
と
を
決
定
し
た
こ
と
。

た
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
事
項
を
行
わ
な
い
こ
と
を
決
定
し
た
こ
と
。

イ

株
式
（
優
先
出
資
法
に
規
定
す
る
優
先
出
資
を
含
む
。
ニ
に
お
い
て
同
じ
。

イ

株
式
（
優
先
出
資
法
に
規
定
す
る
優
先
出
資
を
含
む
。
ニ
に
お
い
て
同
じ
。

）
、
転
換
社
債
及
び
新
株
引
受
権
付
社
債
の
発
行

）
、
転
換
社
債
及
び
新
株
引
受
権
付
社
債
の
発
行

ロ

資
本
の
減
少

ロ

資
本
の
減
少

ハ

商
法
第
二
百
十
条
ノ
二
、
第
二
百
十
二
条
第
一
項
本
文
若
し
く
は
第
二
百
十

ハ

商
法
第
二
百
十
条
ノ
二
、
第
二
百
十
二
条
第
一
項
本
文
若
し
く
は
第
二
百
十

二
条
ノ
二
若
し
く
は
株
式
の
消
却
の
手
続
に
関
す
る
商
法
の
特
例
に
関
す
る
法

二
条
ノ
二
若
し
く
は
株
式
の
消
却
の
手
続
に
関
す
る
商
法
の
特
例
に
関
す
る
法

律
第
三
条
の
規
定
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
外
国
の
法
令
の
規
定
（
当
該
上
場

律
第
三
条
の
規
定
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
外
国
の
法
令
の
規
定
（
当
該
上
場

会
社
等
が
外
国
会
社
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

会
社
等
が
外
国
会
社
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
よ
る
自
己
の
株
式
の
取
得

に
よ
る
自
己
の
株
式
の
取
得

ニ

株
式
の
分
割

ニ

株
式
の
分
割

ホ

利
益
若
し
く
は
剰
余
金
の
配
当
又
は
商
法
第
二
百
九
十
三
条
ノ
五
に
定
め
る

ホ

利
益
若
し
く
は
剰
余
金
の
配
当
又
は
商
法
第
二
百
九
十
三
条
ノ
五
に
定
め
る

営
業
年
度
中
の
金
銭
の
分
配
（
そ
の
一
株
若
し
く
は
一
口
当
た
り
の
額
又
は
方

営
業
年
度
中
の
金
銭
の
分
配
（
そ
の
一
株
若
し
く
は
一
口
当
た
り
の
額
又
は
方

法
が
直
近
の
利
益
若
し
く
は
剰
余
金
の
配
当
又
は
金
銭
の
分
配
と
異
な
る
も
の

法
が
直
近
の
利
益
若
し
く
は
剰
余
金
の
配
当
又
は
金
銭
の
分
配
と
異
な
る
も
の

に
限
る
。
）

に
限
る
。
）

ヘ

合
併

ヘ

合
併

ト

営
業
又
は
事
業
の
全
部
又
は
一
部
の
譲
渡
又
は
譲
受
け

ト

営
業
又
は
事
業
の
全
部
又
は
一
部
の
譲
渡
又
は
譲
受
け

チ

解
散
（
合
併
に
よ
る
解
散
を
除
く
。
）

チ

解
散
（
合
併
に
よ
る
解
散
を
除
く
。
）

リ

新
製
品
又
は
新
技
術
の
企
業
化

リ

新
製
品
又
は
新
技
術
の
企
業
化

ヌ

業
務
上
の
提
携
そ
の
他
の
イ
か
ら
リ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
準
ず
る
事
項
と

ヌ

業
務
上
の
提
携
そ
の
他
の
イ
か
ら
リ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
準
ず
る
事
項
と

し
て
政
令
で
定
め
る
事
項

し
て
政
令
で
定
め
る
事
項

二

当
該
上
場
会
社
等
に
次
に
掲
げ
る
事
実
が
発
生
し
た
こ
と
。

二

当
該
上
場
会
社
等
に
次
に
掲
げ
る
事
実
が
発
生
し
た
こ
と
。

イ

災
害
に
起
因
す
る
損
害
又
は
業
務
遂
行
の
過
程
で
生
じ
た
損
害

イ

災
害
に
起
因
す
る
損
害
又
は
業
務
遂
行
の
過
程
で
生
じ
た
損
害



ロ

主
要
株
主
の
異
動

ロ

主
要
株
主
の
異
動

ハ

特
定
有
価
証
券
又
は
特
定
有
価
証
券
に
係
る
オ
プ
シ
ョ
ン
の
上
場
の
廃
止
又

ハ

特
定
有
価
証
券
又
は
特
定
有
価
証
券
に
係
る
オ
プ
シ
ョ
ン
の
上
場
の
廃
止
又

は
登
録
の
取
消
し
の
原
因
と
な
る
事
実

は
登
録
の
取
消
し
の
原
因
と
な
る
事
実

ニ

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
事
実
に
準
ず
る
事
実
と
し
て
政
令
で
定
め
る
事
実

ニ

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
事
実
に
準
ず
る
事
実
と
し
て
政
令
で
定
め
る
事
実

三

当
該
上
場
会
社
等
の
売
上
高
、
経
常
利
益
若
し
く
は
純
利
益
（
以
下
こ
の
条
に

三

当
該
上
場
会
社
等
の
売
上
高
、
経
常
利
益
若
し
く
は
純
利
益
（
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
「
売
上
高
等
」
と
い
う
。
）
若
し
く
は
第
一
号
ホ
に
規
定
す
る
配
当
若
し

お
い
て
「
売
上
高
等
」
と
い
う
。
）
又
は
第
一
号
ホ
に
規
定
す
る
配
当
若
し
く
は

く
は
分
配
又
は
当
該
上
場
会
社
等
の
属
す
る
企
業
集
団
の
売
上
高
等
に
つ
い
て
、

分
配
に
つ
い
て
、
公
表
が
さ
れ
た
直
近
の
予
想
値
（
当
該
予
想
値
が
な
い
場
合
は

公
表
が
さ
れ
た
直
近
の
予
想
値
（
当
該
予
想
値
が
な
い
場
合
は
、
公
表
が
さ
れ
た

、
公
表
が
さ
れ
た
前
事
業
年
度
の
実
績
値
）
に
比
較
し
て
当
該
上
場
会
社
等
が
新

前
事
業
年
度
の
実
績
値
）
に
比
較
し
て
当
該
上
場
会
社
等
が
新
た
に
算
出
し
た
予

た
に
算
出
し
た
予
想
値
又
は
当
事
業
年
度
の
決
算
に
お
い
て
差
異
（
投
資
者
の
投

想
値
又
は
当
事
業
年
度
の
決
算
に
お
い
て
差
異
（
投
資
者
の
投
資
判
断
に
及
ぼ
す

資
判
断
に
及
ぼ
す
影
響
が
重
要
な
も
の
と
し
て
大
蔵
省
令
で
定
め
る
基
準
に
該
当

影
響
が
重
要
な
も
の
と
し
て
大
蔵
省
令
で
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る

す
る
も
の
に
限
る
。
）
が
生
じ
た
こ
と
。

。
）
が
生
じ
た
こ
と
。

四

前
三
号
に
掲
げ
る
事
実
を
除
き
、
当
該
上
場
会
社
等
の
運
営
、
業
務
又
は
財
産

四

前
三
号
に
掲
げ
る
事
実
を
除
き
、
当
該
上
場
会
社
等
の
運
営
、
業
務
又
は
財
産

に
関
す
る
重
要
な
事
実
で
あ
つ
て
投
資
者
の
投
資
判
断
に
著
し
い
影
響
を
及
ぼ
す

に
関
す
る
重
要
な
事
実
で
あ
つ
て
投
資
者
の
投
資
判
断
に
著
し
い
影
響
を
及
ぼ
す

も
の

も
の

五

当
該
上
場
会
社
等
の
子
会
社
の
業
務
執
行
を
決
定
す
る
機
関
が
当
該
子
会
社
に

つ
い
て
次
に
掲
げ
る
事
項
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
の
決
定
を
し
た
こ
と
又
は
当
該

機
関
が
当
該
決
定
（
公
表
が
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
事
項
を
行
わ
な
い

こ
と
を
決
定
し
た
こ
と
。

イ

合
併

ロ

営
業
又
は
事
業
の
全
部
又
は
一
部
の
譲
渡
又
は
譲
受
け

ハ

解
散
（
合
併
に
よ
る
解
散
を
除
く
。
）

ニ

新
製
品
又
は
新
技
術
の
企
業
化



ホ

業
務
上
の
提
携
そ
の
他
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
準
ず
る
事
項
と

し
て
政
令
で
定
め
る
事
項

六

当
該
上
場
会
社
等
の
子
会
社
に
次
に
掲
げ
る
事
実
が
発
生
し
た
こ
と
。

イ

災
害
に
起
因
す
る
損
害
又
は
業
務
遂
行
の
過
程
で
生
じ
た
損
害

ロ

イ
に
掲
げ
る
事
実
に
準
ず
る
事
実
と
し
て
政
令
で
定
め
る
事
実

七

当
該
上
場
会
社
等
の
子
会
社
（
第
二
条
第
一
項
第
四
号
、
第
五
号
の
二
又
は
第

六
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
で
証
券
取
引
所
に
上
場
さ
れ
て
い
る
も
の
の
発
行
者
そ

の
他
の
大
蔵
省
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
の
売
上
高
等
に
つ
い
て
、
公
表
が

さ
れ
た
直
近
の
予
想
値
（
当
該
予
想
値
が
な
い
場
合
は
、
公
表
が
さ
れ
た
前
事
業

年
度
の
実
績
値
）
に
比
較
し
て
当
該
子
会
社
が
新
た
に
算
出
し
た
予
想
値
又
は
当

事
業
年
度
の
決
算
に
お
い
て
差
異
（
投
資
者
の
投
資
判
断
に
及
ぼ
す
影
響
が
重
要

な
も
の
と
し
て
大
蔵
省
令
で
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
が
生
じ

た
こ
と
。

八

前
三
号
に
掲
げ
る
事
実
を
除
き
、
当
該
上
場
会
社
等
の
子
会
社
の
運
営
、
業
務

又
は
財
産
に
関
す
る
重
要
な
事
実
で
あ
つ
て
投
資
者
の
投
資
判
断
に
著
し
い
影
響

を
及
ぼ
す
も
の

会
社
関
係
者
（
第
一
項
後
段
に
規
定
す
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

会
社
関
係
者
（
第
一
項
後
段
に
規
定
す
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
か
ら
当
該
会
社
関
係
者
が
第
一
項
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
知
つ
た
同

じ
。
）
か
ら
当
該
会
社
関
係
者
が
第
一
項
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
知
つ
た
同

項
に
規
定
す
る
業
務
等
に
関
す
る
重
要
事
実
の
伝
達
を
受
け
た
者
（
同
項
各
号
に
掲

項
に
規
定
す
る
業
務
等
に
関
す
る
重
要
事
実
の
伝
達
を
受
け
た
者
（
同
項
各
号
に
掲

げ
る
者
で
あ
つ
て
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
業
務
等
に
関
す
る
重

げ
る
者
で
あ
つ
て
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
業
務
等
に
関
す
る
重

要
事
実
を
知
つ
た
も
の
を
除
く
。
）
又
は
職
務
上
当
該
伝
達
を
受
け
た
者
が
所
属
す

要
事
実
を
知
つ
た
も
の
を
除
く
。
）
又
は
職
務
上
当
該
伝
達
を
受
け
た
者
が
所
属
す

る
法
人
の
他
の
役
員
等
で
あ
つ
て
、
そ
の
者
の
職
務
に
関
し
当
該
業
務
等
に
関
す
る

る
法
人
の
他
の
役
員
等
で
あ
つ
て
、
そ
の
者
の
職
務
に
関
し
当
該
業
務
等
に
関
す
る

重
要
事
実
を
知
つ
た
も
の
は
、
当
該
業
務
等
に
関
す
る
重
要
事
実
の
公
表
が
さ
れ
た

重
要
事
実
を
知
つ
た
も
の
は
、
当
該
業
務
等
に
関
す
る
重
要
事
実
の
公
表
が
さ
れ
た



後
で
な
け
れ
ば
、
当
該
上
場
会
社
等
の
特
定
有
価
証
券
等
に
係
る
売
買
等
を
し
て
は

後
で
な
け
れ
ば
、
当
該
上
場
会
社
等
の
特
定
有
価
証
券
等
に
係
る
売
買
等
を
し
て
は

な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

第
一
項
、
第
二
項
第
一
号
、
第
三
号
、
第
五
号
及
び
第
七
号
並
び
に
前
項
の
公
表

第
一
項
、
第
二
項
第
一
号
及
び
第
三
号
並
び
に
前
項
の
公
表
が
さ
れ
た
と
は
、
上

が
さ
れ
た
と
は
、
上
場
会
社
等
に
係
る
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
等
に
関
す
る
重
要

場
会
社
等
の
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
等
に
関
す
る
重
要
事
実
、
上
場
会
社
等
の
業

事
実
、
上
場
会
社
等
の
業
務
執
行
を
決
定
す
る
機
関
の
決
定
、
上
場
会
社
等
の
売
上

務
執
行
を
決
定
す
る
機
関
の
決
定
又
は
上
場
会
社
等
の
売
上
高
等
若
し
く
は
第
二
項

高
等
若
し
く
は
第
二
項
第
一
号
ホ
に
規
定
す
る
配
当
若
し
く
は
分
配
、
上
場
会
社
等

第
一
号
ホ
に
規
定
す
る
配
当
若
し
く
は
分
配
に
つ
い
て
、
当
該
上
場
会
社
等
に
よ
り

の
属
す
る
企
業
集
団
の
売
上
高
等
、
上
場
会
社
等
の
子
会
社
の
業
務
執
行
を
決
定
す

多
数
の
者
の
知
り
得
る
状
態
に
置
く
措
置
と
し
て
政
令
で
定
め
る
措
置
が
と
ら
れ
た

る
機
関
の
決
定
又
は
上
場
会
社
等
の
子
会
社
の
売
上
高
等
に
つ
い
て
、
当
該
上
場
会

こ
と
又
は
当
該
上
場
会
社
等
が
提
出
し
た
第
二
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
書
類
（

社
等
又
は
当
該
上
場
会
社
等
の
子
会
社
（
子
会
社
に
つ
い
て
は
、
当
該
子
会
社
の
第

同
項
第
七
号
に
掲
げ
る
書
類
を
除
く
。
）
に
こ
れ
ら
の
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
る
場

一
項
に
規
定
す
る
業
務
等
に
関
す
る
重
要
事
実
、
当
該
子
会
社
の
業
務
執
行
を
決
定

合
に
お
い
て
、
当
該
書
類
が
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
さ
れ
た
こ
と
を

す
る
機
関
の
決
定
又
は
当
該
子
会
社
の
売
上
高
等
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

い
う
。

同
じ
。
）
に
よ
り
多
数
の
者
の
知
り
得
る
状
態
に
置
く
措
置
と
し
て
政
令
で
定
め
る

措
置
が
と
ら
れ
た
こ
と
又
は
当
該
上
場
会
社
等
若
し
く
は
当
該
上
場
会
社
等
の
子
会

社
が
提
出
し
た
第
二
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
書
類
（
同
項
第
七
号
に
掲
げ
る
書

類
を
除
く
。
）
に
こ
れ
ら
の
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
書
類

が
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
さ
れ
た
こ
と
を
い
う
。

第
一
項
及
び
次
条
に
お
い
て
「
親
会
社
」
と
は
、
他
の
会
社
（
優
先
出
資
法
第
二

第
一
項
及
び
次
条
に
お
い
て
「
親
会
社
」
と
は
、
他
の
会
社
（
優
先
出
資
法
第
二

条
第
一
項
に
規
定
す
る
協
同
組
織
金
融
機
関
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ

条
第
一
項
に
規
定
す
る
協
同
組
織
金
融
機
関
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ

。
）
を
支
配
す
る
会
社
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
い
、
こ
の
条
に
お
い
て
「

。
）
を
支
配
す
る
会
社
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

子
会
社
」
と
は
、
他
の
会
社
が
提
出
し
た
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
、

第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
有
価
証
券
報
告
書
又
は
第
二
十
四
条
の
五
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
半
期
報
告
書
で
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
衆
の
縦
覧

に
供
さ
れ
た
直
近
の
も
の
に
お
い
て
、
当
該
他
の
会
社
の
属
す
る
企
業
集
団
に
属
す



る
会
社
と
し
て
記
載
さ
れ
た
も
の
を
い
う
。

第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。

第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。

一

新
株
引
受
権
（
優
先
出
資
法
に
規
定
す
る
優
先
出
資
引
受
権
を
含
む
。
以
下
こ

一

新
株
引
受
権
（
優
先
出
資
法
に
規
定
す
る
優
先
出
資
引
受
権
を
含
む
。
以
下
こ

の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
有
す
る
者
が
当
該
新
株
引
受
権
を
行
使
す
る
こ
と
に

の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
有
す
る
者
が
当
該
新
株
引
受
権
を
行
使
す
る
こ
と
に

よ
り
株
券
（
優
先
出
資
証
券
を
含
む
。
）
を
取
得
す
る
場
合

よ
り
株
券
（
優
先
出
資
証
券
を
含
む
。
）
を
取
得
す
る
場
合

二

転
換
社
債
を
有
す
る
者
が
そ
の
転
換
の
請
求
に
よ
り
株
券
を
取
得
す
る
場
合

二

転
換
社
債
を
有
す
る
者
が
そ
の
転
換
の
請
求
に
よ
り
株
券
を
取
得
す
る
場
合

二
の
二

特
定
有
価
証
券
等
に
係
る
オ
プ
シ
ョ
ン
を
取
得
し
て
い
る
者
が
当
該
オ
プ

二
の
二

特
定
有
価
証
券
等
に
係
る
オ
プ
シ
ョ
ン
を
取
得
し
て
い
る
者
が
当
該
オ
プ

シ
ョ
ン
を
行
使
す
る
こ
と
に
よ
り
特
定
有
価
証
券
等
に
係
る
売
買
等
を
す
る
場
合

シ
ョ
ン
を
行
使
す
る
こ
と
に
よ
り
特
定
有
価
証
券
等
に
係
る
売
買
等
を
す
る
場
合

二
の
三

商
法
第
二
百
十
条
ノ
二
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
契
約
に
基
づ
き
株
式

二
の
三

商
法
第
二
百
十
条
ノ
二
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
契
約
に
基
づ
き
株
式

の
譲
渡
を
請
求
す
る
権
利
を
有
す
る
者
が
当
該
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
に
よ
り
株

の
譲
渡
を
請
求
す
る
権
利
を
有
す
る
者
が
当
該
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
に
よ
り
株

券
の
買
付
け
を
す
る
場
合

券
の
買
付
け
を
す
る
場
合

三

商
法
第
二
百
四
十
五
条
ノ
二
、
第
三
百
四
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
四
百
八

三

商
法
第
二
百
四
十
五
条
ノ
二
、
第
三
百
四
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
四
百
八

条
ノ
三
第
一
項
若
し
く
は
有
限
会
社
法
（
昭
和
十
三
年
法
律
第
七
十
四
号
）
第
六

条
ノ
三
第
一
項
若
し
く
は
有
限
会
社
法
（
昭
和
十
三
年
法
律
第
七
十
四
号
）
第
六

十
四
条
ノ
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
株
式
の
買
取
り
の
請
求
又
は
法
令
上
の
義
務

十
四
条
ノ
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
株
式
の
買
取
り
の
請
求
又
は
法
令
上
の
義
務

に
基
づ
き
売
買
等
を
す
る
場
合

に
基
づ
き
売
買
等
を
す
る
場
合

四

当
該
上
場
会
社
等
の
株
券
等
（
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
株
券
等

四

当
該
上
場
会
社
等
の
株
券
等
（
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
株
券
等

を
い
う
。
）
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
公
開
買
付
け
（
同
項
本
文
の
規
定
の
適
用

を
い
う
。
）
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
公
開
買
付
け
（
同
項
本
文
の
規
定
の
適
用

を
受
け
る
場
合
に
限
る
。
）
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
行
為
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も

を
受
け
る
場
合
に
限
る
。
）
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
行
為
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も

の
に
対
抗
す
る
た
め
当
該
上
場
会
社
等
の
取
締
役
会
が
決
定
し
た
要
請
に
基
づ
い

の
に
対
抗
す
る
た
め
当
該
上
場
会
社
等
の
取
締
役
会
が
決
定
し
た
要
請
に
基
づ
い

て
、
当
該
上
場
会
社
等
の
特
定
有
価
証
券
等
又
は
特
定
有
価
証
券
等
の
売
買
に
係

て
、
当
該
上
場
会
社
等
の
特
定
有
価
証
券
等
又
は
特
定
有
価
証
券
等
の
売
買
に
係

る
オ
プ
シ
ョ
ン
（
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
に
よ
り
当
該
行
使
を
し
た
者
が
当
該

る
オ
プ
シ
ョ
ン
（
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
に
よ
り
当
該
行
使
を
し
た
者
が
当
該

オ
プ
シ
ョ
ン
に
係
る
特
定
有
価
証
券
等
の
売
買
に
お
い
て
買
主
と
し
て
の
地
位
を

オ
プ
シ
ョ
ン
に
係
る
特
定
有
価
証
券
等
の
売
買
に
お
い
て
買
主
と
し
て
の
地
位
を

取
得
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
買
付
け
（
オ
プ
シ
ョ
ン
に
あ
つ
て
は
、
取
得
を
い

取
得
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
買
付
け
（
オ
プ
シ
ョ
ン
に
あ
つ
て
は
、
取
得
を
い



う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
そ
の
他
の
有
償
の
譲
受
け
を
す
る
場
合

う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
そ
の
他
の
有
償
の
譲
受
け
を
す
る
場
合

四
の
二

商
法
第
二
百
十
条
ノ
二
、
第
二
百
十
二
条
第
一
項
本
文
若
し
く
は
第
二
百

四
の
二

商
法
第
二
百
十
条
ノ
二
、
第
二
百
十
二
条
第
一
項
本
文
若
し
く
は
第
二
百

十
二
条
ノ
二
若
し
く
は
株
式
の
消
却
の
手
続
に
関
す
る
商
法
の
特
例
に
関
す
る
法

十
二
条
ノ
二
若
し
く
は
株
式
の
消
却
の
手
続
に
関
す
る
商
法
の
特
例
に
関
す
る
法

律
第
三
条
の
規
定
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
外
国
の
法
令
の
規
定
に
よ
る
自
己
の

律
第
三
条
の
規
定
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
外
国
の
法
令
の
規
定
に
よ
る
自
己
の

株
式
の
取
得
に
つ
い
て
の
当
該
上
場
会
社
等
の
商
法
第
二
百
十
条
ノ
二
第
二
項
若

株
式
の
取
得
に
つ
い
て
の
当
該
上
場
会
社
等
の
商
法
第
二
百
十
条
ノ
二
第
二
項
若

し
く
は
第
二
百
十
二
条
ノ
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
定
時
総
会
の
決
議
若
し
く
は

し
く
は
第
二
百
十
二
条
ノ
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
定
時
総
会
の
決
議
若
し
く
は

同
法
第
三
百
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
株
主
総
会
の
決
議
若
し
く
は
株
式

同
法
第
三
百
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
株
主
総
会
の
決
議
若
し
く
は
株
式

の
消
却
の
手
続
に
関
す
る
商
法
の
特
例
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す

の
消
却
の
手
続
に
関
す
る
商
法
の
特
例
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す

る
取
締
役
会
の
決
議
（
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

る
取
締
役
会
の
決
議
（
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
外
国
の
法
令
の
規
定
に
基
づ
い
て
行
う
決
議
等
（
以
下

又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
外
国
の
法
令
の
規
定
に
基
づ
い
て
行
う
決
議
等
（
以
下

こ
の
号
に
お
い
て
「
定
時
総
会
決
議
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
第
一
項
に
規
定

こ
の
号
に
お
い
て
「
定
時
総
会
決
議
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
第
一
項
に
規
定

す
る
公
表
（
当
該
定
時
総
会
決
議
等
の
内
容
が
当
該
上
場
会
社
等
の
業
務
執
行
を

す
る
公
表
（
当
該
定
時
総
会
決
議
等
の
内
容
が
当
該
上
場
会
社
等
の
業
務
執
行
を

決
定
す
る
機
関
の
決
定
と
同
一
の
内
容
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
定
時
総
会
決
議
等

決
定
す
る
機
関
の
決
定
と
同
一
の
内
容
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
定
時
総
会
決
議
等

の
前
に
当
該
決
定
に
つ
い
て
同
項
に
規
定
す
る
公
表
が
さ
れ
て
い
る
場
合
の
当
該

の
前
に
当
該
決
定
に
つ
い
て
同
項
に
規
定
す
る
公
表
が
さ
れ
て
い
る
場
合
の
当
該

公
表
を
含
む
。
）
が
さ
れ
た
後
、
当
該
定
時
総
会
決
議
等
に
基
づ
い
て
当
該
自
己

公
表
を
含
む
。
）
が
さ
れ
た
後
、
当
該
定
時
総
会
決
議
等
に
基
づ
い
て
当
該
自
己

の
株
式
に
係
る
株
券
若
し
く
は
株
券
に
係
る
権
利
を
表
示
す
る
第
二
条
第
一
項
第

の
株
式
に
係
る
株
券
若
し
く
は
株
券
に
係
る
権
利
を
表
示
す
る
第
二
条
第
一
項
第

十
号
の
三
に
掲
げ
る
有
価
証
券
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
有
価
証
券
（
以
下
こ
の

十
号
の
三
に
掲
げ
る
有
価
証
券
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
有
価
証
券
（
以
下
こ
の

号
に
お
い
て
「
株
券
等
」
と
い
う
。
）
又
は
株
券
等
の
売
買
に
係
る
オ
プ
シ
ョ
ン

号
に
お
い
て
「
株
券
等
」
と
い
う
。
）
又
は
株
券
等
の
売
買
に
係
る
オ
プ
シ
ョ
ン

（
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
に
よ
り
当
該
行
使
を
し
た
者
が
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
に

（
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
に
よ
り
当
該
行
使
を
し
た
者
が
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
に

係
る
株
券
等
の
売
買
に
お
い
て
買
主
と
し
て
の
地
位
を
取
得
す
る
も
の
に
限
る
。

係
る
株
券
等
の
売
買
に
お
い
て
買
主
と
し
て
の
地
位
を
取
得
す
る
も
の
に
限
る
。

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
買
付
け
を
す
る
場
合
（
当
該
自
己
の
株
式
の

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
買
付
け
を
す
る
場
合
（
当
該
自
己
の
株
式
の

取
得
に
つ
い
て
の
当
該
上
場
会
社
等
の
業
務
執
行
を
決
定
す
る
機
関
の
決
定
以
外

取
得
に
つ
い
て
の
当
該
上
場
会
社
等
の
業
務
執
行
を
決
定
す
る
機
関
の
決
定
以
外

の
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
等
に
関
す
る
重
要
事
実
に
つ
い
て
、
同
項
に
規
定
す

の
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
等
に
関
す
る
重
要
事
実
に
つ
い
て
、
同
項
に
規
定
す



る
公
表
が
さ
れ
て
い
な
い
場
合
（
当
該
自
己
の
株
式
の
取
得
以
外
の
商
法
第
二
百

る
公
表
が
さ
れ
て
い
な
い
場
合
（
当
該
自
己
の
株
式
の
取
得
以
外
の
商
法
第
二
百

十
条
ノ
二
、
第
二
百
十
二
条
第
一
項
本
文
若
し
く
は
第
二
百
十
二
条
ノ
二
若
し
く

十
条
ノ
二
、
第
二
百
十
二
条
第
一
項
本
文
若
し
く
は
第
二
百
十
二
条
ノ
二
若
し
く

は
株
式
の
消
却
の
手
続
に
関
す
る
商
法
の
特
例
に
関
す
る
法
律
第
三
条
の
規
定
又

は
株
式
の
消
却
の
手
続
に
関
す
る
商
法
の
特
例
に
関
す
る
法
律
第
三
条
の
規
定
又

は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
外
国
の
法
令
の
規
定
に
よ
る
自
己
の
株
式
の
取
得
に
つ
い

は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
外
国
の
法
令
の
規
定
に
よ
る
自
己
の
株
式
の
取
得
に
つ
い

て
、
本
号
の
規
定
に
基
づ
い
て
当
該
自
己
の
株
式
に
係
る
株
券
等
又
は
株
券
等
の

て
、
本
号
の
規
定
に
基
づ
い
て
当
該
自
己
の
株
式
に
係
る
株
券
等
又
は
株
券
等
の

売
買
に
係
る
オ
プ
シ
ョ
ン
の
買
付
け
を
す
る
場
合
を
除
く
。
）
を
除
く
。
）

売
買
に
係
る
オ
プ
シ
ョ
ン
の
買
付
け
を
す
る
場
合
を
除
く
。
）
を
除
く
。
）

五

第
百
五
十
九
条
第
三
項
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

五

第
百
五
十
九
条
第
三
項
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
売
買
等
を
す
る
場
合

の
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
売
買
等
を
す
る
場
合

六

第
二
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
社
債
券
（
転
換
社
債
券
及
び
新
株
引
受
権
付

六

第
二
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
社
債
券
（
転
換
社
債
券
及
び
新
株
引
受
権
付

社
債
券
を
除
く
。
）
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
有
価
証
券
に
係
る
売
買
等
を
す
る

社
債
券
を
除
く
。
）
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
有
価
証
券
に
係
る
売
買
等
を
す
る

場
合
（
大
蔵
省
令
で
定
め
る
場
合
を
除
く
。
）

場
合
（
大
蔵
省
令
で
定
め
る
場
合
を
除
く
。
）

七

第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
該
当
す
る
者
の
間
に
お
い
て
、
売
買
等
を
取
引

七

第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
該
当
す
る
者
の
間
に
お
い
て
、
売
買
等
を
取
引

所
有
価
証
券
市
場
又
は
店
頭
売
買
有
価
証
券
市
場
に
よ
ら
な
い
で
す
る
場
合
（
当

所
有
価
証
券
市
場
又
は
店
頭
売
買
有
価
証
券
市
場
に
よ
ら
な
い
で
す
る
場
合
（
当

該
売
買
等
を
す
る
者
の
双
方
に
お
い
て
、
当
該
売
買
等
に
係
る
特
定
有
価
証
券
等

該
売
買
等
を
す
る
者
の
双
方
に
お
い
て
、
当
該
売
買
等
に
係
る
特
定
有
価
証
券
等

に
つ
い
て
、
更
に
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
て
売
買
等
が
行
わ
れ
る

に
つ
い
て
、
更
に
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
て
売
買
等
が
行
わ
れ
る

こ
と
と
な
る
こ
と
を
知
つ
て
い
る
場
合
を
除
く
。
）

こ
と
と
な
る
こ
と
を
知
つ
て
い
る
場
合
を
除
く
。
）

八

上
場
会
社
等
に
係
る
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
等
に
関
す
る
重
要
事
実
を
知
る

八

上
場
会
社
等
の
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
等
に
関
す
る
重
要
事
実
を
知
る
前
に

前
に
締
結
さ
れ
た
当
該
上
場
会
社
等
の
特
定
有
価
証
券
等
に
係
る
売
買
等
に
関
す

締
結
さ
れ
た
当
該
上
場
会
社
等
の
特
定
有
価
証
券
等
に
係
る
売
買
等
に
関
す
る
契

る
契
約
の
履
行
又
は
上
場
会
社
等
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
業
務
等
に
関
す
る
重

約
の
履
行
又
は
上
場
会
社
等
の
同
項
に
規
定
す
る
業
務
等
に
関
す
る
重
要
事
実
を

要
事
実
を
知
る
前
に
決
定
さ
れ
た
当
該
上
場
会
社
等
の
特
定
有
価
証
券
等
に
係
る

知
る
前
に
決
定
さ
れ
た
当
該
上
場
会
社
等
の
特
定
有
価
証
券
等
に
係
る
売
買
等
の

売
買
等
の
計
画
の
実
行
と
し
て
売
買
等
を
す
る
場
合
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
特
別

計
画
の
実
行
と
し
て
売
買
等
を
す
る
場
合
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
特
別
の
事
情
に

の
事
情
に
基
づ
く
売
買
等
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
売
買
等
を
す
る
場
合
（
大
蔵

基
づ
く
売
買
等
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
売
買
等
を
す
る
場
合
（
大
蔵
省
令
で
定

省
令
で
定
め
る
場
合
に
限
る
。
）

め
る
場
合
に
限
る
。
）




